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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化ガリウム系半導体デバイスのためのエピタキシャルウエハであって、
　単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハと、
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面上に設けられIII族窒化物からなるバッファ層と、
　前記バッファ層上に設けられ第１の窒化ガリウム系半導体からなる第１のエピタキシャ
ル層と、
を備え、
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対
して２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角度で傾斜する、ことを特徴とするエピ
タキシャルウエハ。
【請求項２】
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面における傾斜の方向は、前記単斜晶系酸化ガリウム
の［００１］軸の方向である、ことを特徴とする請求項１に記載されたエピタキシャルウ
エハ。
【請求項３】
　前記第１の窒化ガリウム系半導体の結晶構造は六方晶であり、
　前記第１のエピタキシャル層の主面の法線は、前記第１の窒化ガリウム系半導体のｃ軸
に対して１度以下の角度を成す、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載されたエ
ピタキシャルウエハ。
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【請求項４】
　前記第１のエピタキシャル層の主面における表面粗さ（ＲＭＳ）は５マイクロメートル
角のエリアにおいて０．５ｎｍ以下である、ことを特徴とする請求項１～請求項３のいず
れか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項５】
　前記第１の窒化ガリウム系半導体はＧａＮからなる、ことを特徴とする請求項１～請求
項４のいずれか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項６】
　前記第１の窒化ガリウム系半導体はＡｌＧａＮからなる、ことを特徴とする請求項１～
請求項４のいずれか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項７】
　前記第１の窒化ガリウム系半導体はＩｎＧａＮからなる、ことを特徴とする請求項１～
請求項４のいずれか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項８】
　前記第１の窒化ガリウム系半導体はＡｌＮからなる、ことを特徴とする請求項１～請求
項４のいずれか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項９】
　前記バッファ層は、ＧａＮからなる、ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか
一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項１０】
　前記傾斜の角度は前記酸化ガリウムウエハの前記主面において分布しており、前記酸化
ガリウムウエハの前記主面の全体にわたって２度以上４度以下の角度範囲にある、ことを
特徴とする請求項１～請求項９のいずれか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項１１】
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対
して２．５度以上の角度で傾斜すると共に３．５度以下の角度で傾斜する、ことを特徴と
する請求項１～請求項１０のいずれか一項に記載されたエピタキシャルウエハ。
【請求項１２】
　窒化ガリウム系半導体デバイスであって、
　単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウム支持基体と、
　III族窒化物からなる積層構造と、
を備え、
　前記積層構造は、前記酸化ガリウム支持基体の前記主面上に設けられIII族窒化物から
なるバッファ層と、前記バッファ層上に設けられ第１の窒化ガリウム系半導体からなる第
１のエピタキシャル層とを含み、
　前記酸化ガリウム支持基体の前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に
対して２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角度で傾斜する、ことを特徴とする窒
化ガリウム系半導体デバイス。
【請求項１３】
　前記積層構造は、前記バッファ層上に設けられ第２の窒化ガリウム系半導体からなる第
２のエピタキシャル層と、前記第１のエピタキシャル層と前記第２のエピタキシャル層と
の間に設けられた活性層とを更に含み、
　前記酸化ガリウム支持基体は導電性を有しており、
　前記第１のエピタキシャル層は第１導電型を有しており、
　前記第２のエピタキシャル層は前記第１導電型と反対の第２導電型を有しており、
　前記活性層は量子井戸構造を有しており、
　当該窒化ガリウム系半導体デバイスは半導体発光素子である、ことを特徴とする請求項
１２に記載された窒化ガリウム系半導体デバイス。
【請求項１４】
　前記積層構造は、前記酸化ガリウム支持基体上に設けられた第２のエピタキシャル層を
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更に含み、
　前記第２のエピタキシャル層は前記第１のエピタキシャル層にヘテロ接合を成し、
　前記第２の窒化ガリウム系半導体のバンドギャップは前記第１の窒化ガリウム系半導体
のバンドギャップよりも大きく、
　前記ヘテロ接合により、前記第１のエピタキシャル層と前記第２のエピタキシャル層と
の界面に二次元電子ガスが生成され、
　当該窒化ガリウム系半導体デバイスは二次元電子ガストランジスタである、ことを特徴
とする請求項１２に記載された窒化ガリウム系半導体デバイス。
【請求項１５】
　第１導電型の窒化ガリウム系半導体領域からなるソース領域と、
　第２導電型の窒化ガリウム系半導体領域からなり前記ソース領域を前記第１のエピタキ
シャル層から隔てるウエル領域と、
を更に備え、
　前記酸化ガリウム支持基体は導電性を有しており、
　前記第１のエピタキシャル層は第１導電型を有しており、
　当該窒化ガリウム系半導体デバイスは縦型電界効果トランジスタである、ことを特徴と
する請求項１２に記載された窒化ガリウム系半導体デバイス。
【請求項１６】
　前記積層構造の最上層の主面における表面粗さ（ＲＭＳ）は５マイクロメートル平方に
おいて０．５ｎｍ以下である、ことを特徴とする請求項１２～請求項１５のいずれか一項
に記載された窒化ガリウム系半導体デバイス。
【請求項１７】
　窒化ガリウム系半導体デバイスを作製する方法であって、
　単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハを準備する工程と、
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面上にIII族窒化物からなるバッファ層を成長する工
程と、
　第１の窒化ガリウム系半導体からなる第１のエピタキシャル層を前記バッファ層上に成
長する工程と、
を備え、
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対
して２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角度で傾斜する、ことを特徴とする方法
。
【請求項１８】
　前記バッファ層の成長温度は、摂氏４００度以上であり、摂氏６００度以下である、こ
とを特徴とする請求項１７に記載された方法。
【請求項１９】
　単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハであって、
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対
して２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角度で傾斜する、ことを特徴とする酸化
ガリウムウエハ。
【請求項２０】
　前記酸化ガリウムウエハの前記主面おける傾斜の方向は、前記単斜晶系酸化ガリウムの
［００１］軸の方向である、ことを特徴とする請求項１９に記載された酸化ガリウムウエ
ハ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エピタキシャルウエハ、窒化ガリウム系半導体デバイスを作製する方法、窒
化ガリウム系半導体デバイス、及び酸化ガリウムウエハに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　非特許文献１には、β－Ｇａ２Ｏ３基板の（１００）面上にＧａＮ層をエピタキシャル
成長することが記載されている。また、β－Ｇａ２Ｏ３基板の（１００）面上には発光ダ
イオードが作製されており、この発光ダイオードはＩｎ０．１２Ｇａ０．８８Ｎ／Ｉｎ０

．０３Ｇａ０．９７Ｎ多重量子井戸構造を含む。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Kiyoshi SHIMAMURA, et al. Japanese. Journal of Applied Physics, 
Vol.44, No. 1 2005, pp L7-L8
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　非特許文献１では、β－Ｇａ２Ｏ３基板の（１００）面上に摂氏６００度でＧａＮバッ
ファ層を成長した後に、摂氏１０７０度で１０００ｎｍのＧａＮ層を成長している。
【０００５】
　しかしながら、発明者らの実験によれば、β－Ｇａ２Ｏ３基板のジャスト（１００）面
上への窒化ガリウム系半導体の堆積では、β－Ｇａ２Ｏ３基板の全体にわたって平坦なｃ
面を有する窒化ガリウム系半導体膜が得られない。これ故に、窒化ガリウム系半導体膜の
表面には、望まれないモフォロジが生じる。
【０００６】
　本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、酸化ガリウムウエハ上に設け
られ平坦な表面を有する窒化ガリウム系半導体膜を含むエピタキシャルウエハを提供する
ことを目的とする。また、本発明は、酸化ガリウムウエハ上に設けられた窒化ガリウム系
半導体膜を含む窒化ガリウム系半導体デバイスを提供することを目的とする。さらに、本
発明は、この窒化ガリウム系半導体デバイスを作製する方法を提供することを目的とする
。さらにまた、本発明は、エピタキシャルウエハ、窒化ガリウム系半導体デバイスを作製
する方法、及び窒化ガリウム系半導体デバイスのための酸化ガリウムウエハを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面は、窒化ガリウム系半導体デバイスのためのエピタキシャルウエハであ
る。このエピタキシャルウエハは、（ａ）単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸
化ガリウムウエハと、（ｂ）前記酸化ガリウムウエハの前記主面上に設けられIII族窒化
物からなるバッファ層と、（ｃ）前記バッファ層上に設けられ第１の窒化ガリウム系半導
体からなる第１のエピタキシャル層とを備える。前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、
前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対して２度以上の角度で傾斜すると共に４度
以下の角度で傾斜する。
【０００８】
　このエピタキシャルウエハによれば、酸化ガリウムウエハの主面が単斜晶系酸化ガリウ
ムの（１００）面に対して２度以上４度以下の角度で傾斜する。酸化ガリウムウエハの主
面に窒化ガリウム系半導体を堆積するとき、上記の傾斜により、平坦な表面を有するエピ
タキシャル層が提供される。
【０００９】
　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記酸化ガリウムウエハの前記主面おける傾
斜の方向は、前記単斜晶系酸化ガリウムの［００１］軸の方向であることができる。
【００１０】
　このエピタキシャルウエハによれば、酸化ガリウムが単斜晶系なので、［００１］軸へ
の傾斜により、良好なモフォロジのエピタキシャル層が提供される。
【００１１】
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　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記第１の窒化ガリウム系半導体の結晶構造
は六方晶であり、前記第１のエピタキシャル層の主面の法線は、前記第１の窒化ガリウム
系半導体のｃ軸に対して１度以下の角度を成すことができる。
【００１２】
　このエピタキシャルウエハによれば、ウエハ主面の傾斜により、エピタキシャル層の表
面には、該エピタキシャル層の窒化ガリウム系半導体のｃ軸に対して１度以下の角度の傾
斜が提供される。
【００１３】
　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記第１のエピタキシャル層の主面における
表面粗さ（ＲＭＳ）は５マイクロメートル角のエリアにおいて０．５ｎｍ以下であること
ができる。
【００１４】
　このエピタキシャルウエハによれば、エピタキシャル層の主面の平坦性は、５マイクロ
メートル角のエリアにおいて０．５ｎｍ以下である表面粗さ（ＲＭＳ）に低減される。
【００１５】
　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記第１の窒化ガリウム系半導体は、ＧａＮ
、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、及びＡｌＮのいずれかからなることができる。このエピタキ
シャルウエハは、上記の半導体を用いる窒化ガリウム系半導体デバイスに適用可能である
。
【００１６】
　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記バッファ層はＧａＮからなることができ
る。このエピタキシャルウエハによれば、ＧａＮといった二元系III族窒化物系半導体を
バッファ層の材料として用いることができる。
【００１７】
　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記傾斜の角度は前記酸化ガリウム基板の前
記主面において分布しており、前記酸化ガリウムウエハの前記主面の全体にわたって２度
以上４度以下の角度範囲にあることができる。
【００１８】
　このエピタキシャルウエハによれば、ウエハの主面の全体にわたって良好なモフォロジ
のエピタキシャル膜が提供される。
【００１９】
　本発明に係るエピタキシャルウエハでは、前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記
単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対して２．５度以上の角度で傾斜すると共に３．
５度以下の角度で傾斜することができる。
【００２０】
　このエピタキシャルウエハによれば、より高い平坦性エピタキシャル層主面を得ること
ができる。
【００２１】
　本発明の別の側面は、窒化ガリウム系半導体デバイスである。この窒化ガリウム系半導
体デバイスは、（ａ）単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウム支持基体
と、（ｂ）III族窒化物からなる積層構造とを備える。前記積層構造は、前記酸化ガリウ
ム支持基体の前記主面上に設けられIII族窒化物からなるバッファ層と、前記バッファ層
上に設けられ第１の窒化ガリウム系半導体からなる第１のエピタキシャル層とを含む。前
記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対して
２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角度で傾斜する。
【００２２】
　この窒化ガリウム系半導体デバイスは、酸化ガリウム支持基体上に設けられた積層構造
を含む。上記の角度で傾斜する主面を有する酸化ガリウム支持基体上に積層構造を形成す
るとき、この傾斜により、平坦な表面を有するエピタキシャル層が提供される。これ故に
、窒化ガリウム系半導体デバイスの特性がエピタキシャル表面の悪い平坦性に煩わされな
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い。
【００２３】
　本発明の窒化ガリウム系半導体デバイスでは、前記積層構造は、前記バッファ層上に設
けられ第２の窒化ガリウム系半導体からなる第２のエピタキシャル層と、前記第１のエピ
タキシャル層と前記第２のエピタキシャル層との間に設けられた活性層とを更に含み、前
記酸化ガリウムウエハは導電性を有しており、前記第１のエピタキシャル層は第１導電性
を有しており、前記第２のエピタキシャル層は前記第１導電性と反対の第２導電性を有し
ており、前記活性層は量子井戸構造を有しており、当該窒化ガリウム系半導体デバイスは
半導体発光素子である。
【００２４】
　この窒化ガリウム系半導体デバイスは、酸化ガリウム支持基体上に設けられた発光デバ
イスのための積層構造を含む。これ故に、窒化ガリウム系半導体デバイスの特性がエピタ
キシャル表面の悪い平坦性に煩わされることなく、良好な特性を有する窒化ガリウム系半
導体発光デバイスが提供される。
【００２５】
　本発明の窒化ガリウム系半導体デバイスでは、前記積層構造は、前記酸化ガリウムウエ
ハ上に設けられた第２のエピタキシャル層を更に含み、前記第２のエピタキシャル層は前
記第１のエピタキシャル層にヘテロ接合を成し、前記第２の窒化ガリウム系半導体のバン
ドギャップは前記第１の窒化ガリウム系半導体のバンドギャップよりも大きく、前記ヘテ
ロ接合により、前記第１のエピタキシャル層と前記第２のエピタキシャル層との界面に二
次元電子ガスが生成され、当該窒化ガリウム系半導体デバイスは二次元電子ガストランジ
スタである。
【００２６】
　この窒化ガリウム系半導体デバイスは、酸化ガリウム支持基体上に設けられた二次元電
子ガストランジスタのための積層構造を含む。これ故に、窒化ガリウム系半導体デバイス
の特性がエピタキシャル表面の悪い平坦性に煩わされることなく、良好な特性を有する二
次元電子ガストランジスタが提供される。
【００２７】
　本発明の窒化ガリウム系半導体デバイスは、第１導電性の窒化ガリウム系半導体領域か
らなるソース領域と、第２導電性の窒化ガリウム系半導体領域からなり前記ソース領域を
前記第１のエピタキシャル層から隔てるウエル領域とを更に備えることができる、前記酸
化ガリウムウエハは導電性を有しており、前記第１のエピタキシャル層は第１導電性を有
しており、当該窒化ガリウム系半導体デバイスは縦型電界効果トランジスタである。
【００２８】
　この窒化ガリウム系半導体デバイスは、酸化ガリウム支持基体上に設けられた縦型電界
効果トランジスタのための構造を含む。これ故に、窒化ガリウム系半導体デバイスの特性
がエピタキシャル表面の悪い平坦性に煩わされることなく、良好な特性を有する縦型電界
効果トランジスタが提供される。
【００２９】
　本発明の窒化ガリウム系半導体デバイスでは、前記積層構造の最上層の主面における表
面粗さ（ＲＭＳ）は５マイクロメートル角のエリアにおいて０．５ｎｍ以下であることが
できる。
【００３０】
　この窒化ガリウム系半導体デバイスによれば、エピタキシャル層主面は良好な平坦性を
示す。
【００３１】
　本発明の更なる別の側面は、窒化ガリウム系半導体デバイスを作製する方法である。こ
の方法は、（ａ）単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハを準備
する工程と、（ｂ）前記酸化ガリウムウエハの前記主面上にIII族窒化物からなるバッフ
ァ層を成長する工程と、（ｃ）第１の窒化ガリウム系半導体からなる第１のエピタキシャ
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ル層を前記バッファ層上に成長する工程とを備えることができる。前記酸化ガリウムウエ
ハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面に対して２度以上の角度で傾
斜すると共に４度以下の角度で傾斜する。
【００３２】
　この方法によれば、酸化ガリウムウエハの主面が単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面
に対して２度以上４度以下の角度で傾斜する。この傾斜により、平坦な表面を有するエピ
タキシャル層が提供される。故に、窒化ガリウム系半導体デバイスの特性がエピタキシャ
ル表面の悪い平坦性に煩わされない。
【００３３】
　本発明に係る方法では、前記バッファ層の成長温度は、摂氏４００度以上であり、摂氏
６００度以下であることができる。
【００３４】
　本発明のまた更なる別の側面は、単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリ
ウムウエハであって、前記酸化ガリウムウエハの前記主面は、前記単斜晶系酸化ガリウム
の（１００）面に対して２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角度で傾斜する。
【００３５】
　この酸化ガリウムウエハによれば、酸化ガリウムウエハの主面が単斜晶系酸化ガリウム
の（１００）面に対して２度以上４度以下の角度で傾斜する。この傾斜により、酸化ガリ
ウムウエハ主面上にエピタキシャル成長された窒化ガリウム系半導体は平坦な表面を有す
る。
【００３６】
　本発明の更なる別の側面では、前記酸化ガリウムウエハの前記主面おける傾斜の方向は
前記単斜晶系酸化ガリウムの［００１］軸の方向であることができる。
【００３７】
　この酸化ガリウムウエハによれば、酸化ガリウムが単斜晶系なので、［００１］軸への
傾斜により、良好なモフォロジのエピタキシャル層が提供される。
【００３８】
　本発明の上記の目的および他の目的、特徴、並びに利点は、添付図面を参照して進めら
れる本発明の好適な実施の形態の以下の詳細な記述から、より容易に明らかになる。
【発明の効果】
【００３９】
　以上説明したように、本発明の一側面によれば、酸化ガリウムウエハ上に設けられ平坦
な表面を有する窒化ガリウム系半導体膜を含むエピタキシャルウエハが提供される。また
、本発明に係る別の側面によれば、酸化ガリウムウエハ上に設けられた窒化ガリウム系半
導体膜を含む窒化ガリウム系半導体デバイスが提供される。さらに、本発明に係る更なる
別の側面によれば、この窒化ガリウム系半導体デバイスを作製する方法が提供される。加
えて、本発明に係るまた更なる別の側面によれば、エピタキシャルウエハ、窒化ガリウム
系半導体デバイス、並びにエピタキシャルウエハ及び窒化ガリウム系半導体デバイスを作
製する方法のための酸化ガリウムウエハが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、本実施の形態に係る、窒化ガリウム系半導体デバイス及びエピタキシャ
ルウエハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。
【図２】図２は単斜晶系酸化ガリウムウエハ及び単斜晶系酸化ガリウムの結晶格子を示す
図面である。
【図３】図３は、工程Ｓ１０１～Ｓ１０３によって作製される窒化ガリウム系半導体デバ
イスを概略的に示す図面である。
【図４】図４は、酸化ガリウム基板の基板主面の傾斜角（オフ角）とＧａＮエピタキシャ
ル膜の表面のモフォロジとの関係を示す図面である。
【図５】図５は、オフ角ゼロの酸化ガリウム基板を用いてエピタキシャルウエハの表面を
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表す走査型電子顕微鏡像を示す図面である。
【図６】図６は、本実施の形態に係る、窒化ガリウム系半導体デバイス及びエピタキシャ
ルウエハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。
【図７】図７は、実施例２における発光ダイオードの構造を示す図面である。
【図８】図８は、酸化ガリウム基板主面のオフ角と、活性層成長の下地となる半導体層の
表面粗さ及びオフ角並びにＬＥＤ構造の光出力との関係を示す図面である。
【図９】図９は、本実施の形態に係る、高電子移動度トランジスタ及びエピタキシャルウ
エハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。
【図１０】図１０は、図９の工程フローに従って作製される高電子移動度トランジスタ及
びエピタキシャルウエハを概略的に示す図面である。
【図１１】図１１は、本実施の形態に係る、縦型電界効果トランジスタ及びエピタキシャ
ルウエハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。
【図１２】図１２は、図１１の工程フローに従って作製される縦型電界効果トランジスタ
及びエピタキシャルウエハを概略的に示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の知見は、例示として示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮する
ことによって容易に理解できる。引き続いて、添付図面を参照しながら、本発明のエピタ
キシャルウエハ、窒化ガリウム系半導体デバイス、窒化ガリウム系半導体デバイス及びエ
ピタキシャルウエハを作製する方法、並びに酸化ガリウムウエハに係る実施の形態を説明
する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付する。
【００４２】
　図１は、本実施の形態に係る、窒化ガリウム系半導体デバイス及びエピタキシャルウエ
ハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。図１（ａ）に示される工程フローの工
程Ｓ１０１では、単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハ１１を
準備する。図２（ａ）を参照すると、酸化ガリウムウエハ１１が示される。このウエハ１
１は、例えばβ－Ｇａ２Ｏ３単結晶からなる。ウエハ１１は主面１１ａ及び裏面１１ｂを
含み、主面１１ａ及び裏面１１ｂは互いに平行である。ウエハ１１の主面１１ａは、単斜
晶系酸化ガリウムの（１００）面に対して２度以上の角度で傾斜すると共に４度以下の角
度ＡＯＦＦで傾斜する。
【００４３】
　この酸化ガリウムウエハ１１によれば、該ウエハ１１の主面１１ａが単斜晶系酸化ガリ
ウムの（１００）面に対して２度以上４度以下の角度で傾斜する。この傾斜により、酸化
ガリウムウエハ主面１１ａ上にエピタキシャル成長された窒化ガリウム系半導体は平坦な
表面を有する。
【００４４】
　また、酸化ガリウムウエハ主面の角度ＡＯＦＦは該主面１１ａの全体にわたって分布し
ていることができる。酸化ガリウムウエハ主面１１ａ上にエピタキシャル成長された窒化
ガリウム系半導体の表面は、ウエハ主面１１ａの全体にわたって良好なモフォロジを有す
る。
【００４５】
　図２（ａ）を参照すると、ウエハ１１の主面１１ａに対して傾斜する代表的な（１００
）面Ｓ１００及び結晶座標系ＣＲが示されており、結晶座標系ＣＲはａ軸、ｂ軸及びｃ軸
を有する。図２（ｂ）を参照すると、単斜晶系酸化ガリウムの結晶格子が示されている。
単斜晶系酸化ガリウムの結晶格子のａ軸、ｂ軸及びｃ軸の格子定数は、それぞれ、１．２
２３ｎｍであり、０．３０４ｎｍ及び０．５８ｎｍである。ベクトルＶａ、Ｖｂ、Ｖｃは
、それぞれ、ａ軸、ｂ軸及びｃ軸の方向を示す。ベクトルＶａ及びＶｂは（００１）面を
規定し、ベクトルＶｂ、Ｖｃは（１００）面を規定し、ベクトルＶｃ及びＶａは（０１０
）面を規定する。ベクトルＶａ及びＶｂの成す角度α及びベクトルＶｂ及びＶｃの成す角
度γは９０度であり、ベクトルＶｃ及びＶａの成す角度βは１０３．７度である。ウエハ
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主面１１ａの傾斜角ＡＯＦＦを示すために、図２（ｂ）には、ウエハ主面１１ａが一点鎖
線で示されている。このウエハ１１によれば、酸化ガリウムが単斜晶系なので、［００１
］軸への傾斜により、ウエハ主面１１ａ上に、良好なモフォロジのエピタキシャル層を成
長できる。
【００４６】
　図１に示される工程Ｓ１０２では、複数のIII族窒化物膜を含む積層構造を形成して、
エピタキシャルウエハを作製する。III族窒化物膜の成長は、例えば有機金属気相成長（
ＭＯＶＰＥ）法等で行われる。
【００４７】
　まず、図１（ｂ）に示されるように、成長炉１０のサセプタ上にウエハ１１を配置する
。次いで、図１（ｃ）に示されるように、ウエハ１１の主面１１ａ上に、バッファ層１３
を成長する。バッファ層１３は、例えばＧａＮ等といったIII族窒化物からなる。バッフ
ァ層１３がＧａＮからなるとき、成長炉１０には、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）及びア
ンモニア（ＮＨ３）を含む原料ガスＧ０が供給される。バッファ層１３の成長温度Ｔ１は
、例えば摂氏４００度以上摂氏６００度以下の範囲になり、バッファ層１３はいわゆる低
温バッファ層と呼ばれる。バッファ層１３の膜厚は、例えば１０ナノメートル以上５０ナ
ノメートル以下の範囲であることができる。続けて、成長温度Ｔ１より高い温度Ｔ２に成
長炉１０の温度を上昇した後に、図２（ｄ）に示されるように、バッファ層１３の主面１
３ａ上に、第１の窒化ガリウム系半導体からなるエピタキシャル層１５を成長する。エピ
タキシャル層１５は、例えばＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＮ等といった六方晶
系のIII族窒化物からなる。エピタキシャル層１５の膜厚は、例えば３００ナノメートル
以上１０マイクロメートル以下の範囲であることができる。エピタキシャル層１５がＧａ
Ｎからなるとき、成長炉１０には、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）及びアンモニア（ＮＨ

３）を含む原料ガスＧ１が供給される。エピタキシャル層１５の成長温度Ｔ２は例えばＧ
ａＮの場合、摂氏９００度以上摂氏１２００度以下の範囲になり、エピタキシャル層１５
は、窒化ガリウム系半導体デバイスを構成する半導体層であり、またアンドープ、ｐ型ド
ーパント添加、及びｎ型ドーパントであることができる。エピタキシャル層１５にｐ導電
性またはｎ導電性を付与するために、エピタキシャル層１５を成長する際に、原料ガスに
加えてドーパントガスを供給する。ドーパントとしては、ｐ型導電性のために例えばシク
ロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ２Ｍｇ）を用い、ｎ型導電性のために例えばシラン
（ＳｉＨ４）を用いることができる。
【００４８】
　これまでの窒化ガリウム系半導体の堆積により、エピタキシャルウエハＥが得られる。
エピタキシャルウエハＥは、酸化ガリウムウエハ１１、バッファ層１３及びエピタキシャ
ル層１５を含む。
【００４９】
　エピタキシャルウエハＥでは、ウエハ主面１１ａの傾斜範囲が単斜晶系酸化ガリウムの
（１００）面に対して２度以上４度以下であるとき、エピタキシャル層１５の主面１５ａ
の法線ＶＮＥは、エピタキシャル層１５の窒化ガリウム系半導体のｃ軸に対して１度以下
の角度を成している。ウエハ主面１１ａの傾斜を有する単斜晶系酸化ガリウム基板上に窒
化ガリウム系半導体をエピタキシャル成長するとき、エピタキシャル層表面のモフォロジ
が改善されて、該エピタキシャル層１５の窒化ガリウム系半導体のｃ軸を示すベクトルＶ
Ｃと法線ベクトルＶＮＥとの成す角度ＡＥＯＦＦは１度以下にまで低減される。
【００５０】
　また、エピタキシャルウエハＥでは、エピタキシャル層１５の主面１５ａの平坦性は５
マイクロメートル角のエリアにおいて０．５ｎｍ以下である表面粗さ（ＲＭＳ）に低減さ
れる。この表面粗さは、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて測定される。
【００５１】
　図１に示される工程Ｓ１０３では、エピタキシャルウエハＥ上に複数の電極を形成する
。図３（ａ）を参照すると、第１の電極１７ａが、エピタキシャルウエハＥのエピタキシ
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ャル層主面１５ａ上に形成される。第１の電極１７ａは、例えばショットキ電極であり、
ショットキ電極は例えば金（Ａｕ）から成る。第１の電極１７ａは、エピタキシャル層に
ショットキ接合１９を成す。第２の電極１７ｂが、エピタキシャルウエハＥの酸化ガリウ
ム基板裏面１１ｂ上に形成される。第２の電極１７ｂは例えばオーミック電極である。工
程Ｓ１０１～Ｓ１０３によって、図３（ａ）に示される窒化ガリウム系半導体デバイスが
作製される。この窒化ガリウム系半導体デバイスはショットキ接合ダイオードである。
【００５２】
　必要な場合には、エピタキシャルウエハＥは、エピタキシャル層１５上に順に成長され
た一又は複数の窒化ガリウム系半導体層を含むことができる。これらの窒化ガリウム系半
導体層は、例えば工程Ｓ１０２において有機金属気相成長法で成長される。
【００５３】
　図３（ｂ）を参照すると、エピタキシャルウエハＥは、例えばエピタキシャル層１５上
に成長された別のエピタキシャル層２３を含むことができる。エピタキシャル層１５はア
ンドープ又はｎ型導電性を示し、またエピタキシャル層２３はｐ型窒化ガリウム系半導体
層からなる。エピタキシャル層２３はエピタキシャル層１５にｐｎ接合２５を成す。第１
の電極２７ａが、エピタキシャルウエハＥのエピタキシャル層主面２３ａ上に形成される
。第１の電極２７ａは、例えばｐオーミック電極である。第２の電極１７ｂが、エピタキ
シャルウエハＥの酸化ガリウム基板裏面１１ｂ上に形成される。工程Ｓ１０１～Ｓ１０３
によって、図３（ｂ）に示される窒化ガリウム系半導体デバイスが作製される。この窒化
ガリウム系半導体デバイスはｐｎ接合ダイオードである。
【００５４】
　本実施の形態に係るエピタキシャルウエハは、ｐｎ接合ダイオードの他にも、後ほど説
明されるように、発光素子やトランジスタ等のための窒化ガリウム系半導体積層構造を提
供できる。
【００５５】
　（実施例１）
１１枚の単斜晶系酸化ガリウム基板を準備した。これらの酸化ガリウム基板の主面は、酸
化ガリウム基板の単結晶の（１００）面に対して０度以上５度以下の範囲で傾斜していた
。傾斜角度のピッチは０．５度であった。傾斜の方向は、酸化ガリウム基板の単結晶の［
００１］軸方向であった。傾斜角及び傾斜の方向は、Ｘ線回折法によって決定された。
【００５６】
　酸化ガリウム基板の基板主面の傾斜角（オフ角）とＧａＮエピタキシャル膜の表面のモ
フォロジとの関係を調べるために、これらの酸化ガリウム基板上に、以下のように、ＭＯ
ＶＰＥ法を用いて、ＧａＮバッファ層及びＧａＮエピタキシャル膜を堆積した。酸化ガリ
ウム基板を成長炉に配置した後に、成長炉にＮＨ３、ＴＭＧ及びＳｉＨ４を含む原料ガス
を供給して、摂氏５００度の温度で低温ＧａＮバッファ層を酸化ガリウム基板上に成長し
た。ＧａＮバッファ層の厚さは２５ナノメートルであった。次いで、基板温度を摂氏１０
５０度に変更した後に、成長炉にＮＨ３、ＴＭＧ及びＳｉＨ４を含む原料ガスを供給して
、バッファ層上にＧａＮエピタキシャル層を成長した。ＧａＮエピタキシャル層の厚さは
３マイクロメートルであった。
【００５７】
　準備した全ての酸化ガリウム基板に同様のエピタキシャル成長を行って１１枚のエピタ
キシャルウエハを作製した。図４は、酸化ガリウム基板の基板主面の傾斜角（オフ角）と
ＧａＮエピタキシャル膜の表面のモフォロジとの関係を示す図面である。
【００５８】
　図５は、オフ角ゼロの酸化ガリウム基板を用いてエピタキシャルウエハの表面を表す走
査型電子顕微鏡像を示す図面である。図５に示されるように、オフ角ゼロ又は微小なオフ
角の酸化ガリウム基板上のＧａＮエピタキシャル膜には、数マイクロメートル程度の段差
が形成されており、これ故に、ＧａＮエピタキシャル膜の表面粗さは大きい。一方、段差
の間にはテラス状の平坦な領域が形成されている。表面モフォロジは、いわゆる段々畑状
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の外観を示す。このため、原子間力顕微鏡を用いて表面粗さ（ＲＭＳ）を測定する際には
、ＧａＮエピタキシャル膜表面上の異なる位置で表面粗さを測定した後に、これらの測定
値の最大値を求めた。
【００５９】
　なお、低温ＧａＮバッファ層の成膜温度を摂氏４００度以上摂氏６００度以下の温度範
囲内のいくつかの温度で成長した後に、この低温ＧａＮバッファ層上に、上記の成膜条件
でＧａＮエピタキシャル層を成長した。これらのエピタキシャルウエハのいずれも、図５
に示される波状モフォロジと同様のモフォロジを示した。故に、オフ角ゼロ度におけるエ
ピタキシャル膜の走査型電子顕微鏡像は、バッファ層の成膜温度に起因するものではなく
、酸化ガリウム基板主面のゼロオフ角に因るものと考えられる。図４に示されたエピタキ
シャルウエハの作製では、低温ＧａＮバッファ層を摂氏５００度で成膜した。
【００６０】
　表面粗さの測定は、原子間力顕微鏡を用いて５マイクロメートル角のエリアで行われた
。図４を参照すると、エピタキシャル膜の表面粗さ及びオフ角は、酸化ガリウム基板主面
のオフ角がジャスト（１００）面から増加するにつれて一旦減少する。しかしながら、エ
ピタキシャル膜の表面粗さ及びオフ角は、３度を超えるオフ角の範囲において、酸化ガリ
ウム基板主面のオフ角が増加するについて増加する。オフ角３度近傍の角度範囲で、表面
粗さ及び表面モフォロジが大幅に改善された。
【００６１】
　基板表面のオフ角１．５度以上４．５度以下の範囲で、表面粗さが１．３以下であった
。また、基板表面のオフ角２．０度以上４．０度以下の範囲で、表面粗さが０．５未満（
０．４７以下）であった。さらに、基板表面のオフ角２．５度以上３．５度以下の範囲で
、表面粗さが０．３５以下であった。発明者らの検討によれば、オフ角２．０度以上４．
０度以下の範囲における表面粗さは、半導体発光デバイスや半導体電子デバイスの作製に
おいて、サファイア基板上のＧａＮエピタキシャル膜の表面粗さが０．２０ナノメートル
であることに比較して、十分に許容可能な値である。オフ角が２．５度以上３．５度以下
の範囲であるとき、表面モフォロジに起因するデバイス特性劣化が低減される。
【００６２】
　また、ＧａＮエピタキシャル膜におけるｃ軸の方向とＧａＮエピタキシャル膜表面の法
線軸との成す角度をＸ線回折法を用いて見積もった。基板表面のオフ角１．５度以上４．
５度以下の範囲で、ＧａＮ膜のオフ角が１．５度以下であった。また、基板表面のオフ角
２．０度以上４．０度以下の範囲で、ＧａＮ膜のオフ角が１度未満（０．９度以下）であ
った。さらに、基板表面のオフ角２．５度以上３．５度以下の範囲で、ＧａＮ膜のオフ角
が０．６度以下であった。発明者らの検討によれば、酸化ガリウム基板のオフ角が２～４
度であるとき、ＧａＮエピタキシャル膜のオフ角が１度未満となり、良好な表面平坦性の
エピタキシャル成長が可能である。
【００６３】
　大きな段差または表面粗さを有するＧａＮエピタキシャル膜上に、多重量子井戸構造の
多層膜を成長するとき、井戸層の組成や厚さの均一性が乱れる。このため、発光強度の低
下や発光スペクトルの半値全幅の増加といった特性低下が現れる。また、大きな段差また
は表面粗さを有するＧａＮエピタキシャル膜を高耐圧デバイスに用いるとき、電界の不均
一等によりデバイス逆耐圧が低下する可能性がある。
【００６４】
　以上、実施例を参照しながら説明したように、エピタキシャルウエハＥでは、酸化ガリ
ウム基板主面の全体にわたって２度以上４度以下の角度範囲にあるとき、エピタキシャル
ウエハＥの主面の全体にわたって良好なモフォロジのエピタキシャル膜が提供される。ま
た、酸化ガリウムウエハの主面における傾斜角は、単斜晶系酸化ガリウムの（１００）面
に対して２．５度以上の角度で傾斜すると共に３．５度以下の角度で傾斜するとき、より
高い平坦性エピタキシャル層主面を得ることができる。
【００６５】
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　本実施例では、ＧａＮ膜を含むエピタキシャルウエハを説明したけれども、発明者らの
検討によれば、酸化ガリウム基板主面におけるオフ角の寄与はＧａＮに限定されることな
く、酸化ガリウム基板主面上のエピタキシャル膜は、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＡｌ
ＧａＮ及びＡｌＮ等からなることができる。故に、このエピタキシャルウエハＥは窒化ガ
リウム系半導体デバイスに適用可能である。
【００６６】
　図６は、本実施の形態に係る、窒化ガリウム系半導体デバイス及びエピタキシャルウエ
ハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。図６に示されるフローチャートの工程
Ｓ１０１では、単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハ１１を準
備する。工程Ｓ１０２では、複数のIII族窒化物膜を含む積層構造を形成して、エピタキ
シャルウエハを作製する。III族窒化物膜の成長は、例えば有機金属気相成長（ＭＯＶＰ
Ｅ）法等で行われる。この実施の形態では、図１（ｄ）に示される積層構造と異なる積層
構造を形成する。図２（ｂ）と同様に、工程Ｓ１０５では、成長炉１０のサセプタ上にウ
エハ１１を配置する。次いで、ウエハ１１の主面１１ａ上に、バッファ層１３を成長する
。
【００６７】
　成長温度Ｔ１より高い温度Ｔ２に成長炉１０の温度を上昇した後に、工程Ｓ１０６では
、バッファ層１３の主面１３ａ上に、第１導電型エピタキシャル層を成長する。このエピ
タキシャル層は窒化ガリウム系半導体からなる。第１導電型エピタキシャル層は、例えば
ｎ型ＧａＮ、ｎ型ＡｌＧａＮ、ｎ型ＩｎＡｌＧａＮ、ｎ型ＩｎＡｌＮ等といった六方晶系
のIII族窒化物からなる。第１導電型エピタキシャル層がＧａＮからなるときは、成長炉
１０には、ＴＭＧ、ＮＨ３及びＳｉＨ４を含む原料ガスを供給して、ｎ型ＧａＮ膜を成長
する。第１導電型エピタキシャル層がＧａＮからなるとき、第１導電型エピタキシャル層
の成長温度Ｔ２は例えば摂氏９００度以上摂氏１２００度以下の範囲になり、第１導電型
エピタキシャル層は、窒化ガリウム系半導体デバイスを構成する半導体層である。
【００６８】
　次いで、工程Ｓ１０７において、第１導電型エピタキシャル層上に活性層を形成する。
活性層は、交互に配列された井戸層及び障壁層を含む。井戸層は、例えばＧａＮ、ＩｎＧ
ａＮ、ＩｎＡｌＧａＮ等からなる。障壁層は、例えばＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＡｌＧａ
Ｎ等からなる。井戸層の成長温度は例えば摂氏５００度以上摂氏９００度以下の範囲にあ
り、障壁層の成長温度は例えば摂氏５５０度以上摂氏９５０度以下の範囲にある。
【００６９】
　この後に、工程Ｓ１０８において、第２導電型エピタキシャル層を活性層上に形成する
。第２導電型エピタキシャル層は、例えばｐ型電子ブロック層及びｐ型コンタクト層を含
むことができる。
【００７０】
　これまでの窒化ガリウム系半導体の堆積により、エピタキシャルウエハが得られる。エ
ピタキシャルウエハは、酸化ガリウムウエハ１１と、酸化ガリウムウエハ１１上に成長さ
れた半導体積層とを含む。この半導体積層は、第１導電型エピタキシャル層、第２導電型
エピタキシャル層および活性層を含み、活性層は、第１導電型エピタキシャル層と第２導
電型エピタキシャル層との間に設けられている。
【００７１】
　工程Ｓ１０９において、エピタキシャルウエハをエッチングして半導体メサを形成する
。このエッチングにより半導体積層の一部が除去されて、半導体積層内の第１導電型エピ
タキシャル層の一部が露出されている。このエピタキシャルウエハ加工の後に、導電型エ
ピタキシャル層の露出部分上に第１の電極を形成すると共に半導体メサの上面に第２の電
極を形成する。これらの工程により、窒化ガリウム系半導体発光デバイスのための基板生
産物が作製される。
【００７２】
　（実施例２）
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図７は、実施例２における発光ダイオードの構造を示す図面である。発光ダイオードＬＥ
Ｄは、単斜晶系酸化ガリウムからなる主面を有する酸化ガリウム支持基体３１と、III族
窒化物からなる積層構造３３とを備える。積層構造３３は、半導体メサの形状を成してい
る。半導体メサは、低温ＧａＮバッファ層３５と、ｎ型ＧａＮ層３７と、量子井戸構造の
活性層３９と、ｐ型窒化ガリウム系半導体層４１とを含む。ｐ型窒化ガリウム系半導体層
４１は、例えばｐ型ＡｌＧＡｎ電子ブロック層及びｐ型ＧａＮコンタクト層を含む。
【００７３】
　一例のＬＥＤ構造は以下のものである。
低温ＧａＮバッファ層３５：２５ナノメートル
ｎ型ＧａＮ層３７：３マイクロメートル
活性層３９：６つの井戸層のＭＱＷ
障壁層３９ａ：ＧａＮ層、厚さ１５ｎｍ
井戸層３９ｂ：ＩｎＧａＮ層、厚さ３ｎｍ
窒化ガリウム系半導体層４１のｐ型ＡｌＧＡｎ電子ブロック層：２０ｎｍ
窒化ガリウム系半導体層４１のｐ型ＧａＮコンタクト層：５０ｎｍ。
【００７４】
　実施例１と同様に、１１枚の単斜晶系酸化ガリウム基板を準備した、これらの酸化ガリ
ウム基板の主面は、酸化ガリウム基板の単結晶の（１００）面に対して０度以上５度以下
の範囲で傾斜していた。傾斜の角度のピッチは０．５度であった。傾斜の方向は、酸化ガ
リウム基板の単結晶の［００１］軸方向であった。傾斜角及び傾斜の方向は、Ｘ線回折法
によって決定された。
【００７５】
　酸化ガリウム基板の基板主面の傾斜角（オフ角）とＧａＮエピタキシャル膜の表面のモ
フォロジ及びエレクトロルミネッセンスとの関係を調べるために、これらの酸化ガリウム
基板上に、上記のように、ＭＯＶＰＥ法を用いて、ＬＥＤ構造を形成した。このＬＥＤ構
造の半導体メサの上面にｐ側電極を形成すると共に、ｎ型半導体の露出領域にｎ側電極を
形成した。
【００７６】
　表面粗さの測定は、原子間力顕微鏡を用いて５マイクロメートル角のエリアで行われた
。図８を参照すると、活性層成長の下地となる半導体層の表面粗さ及びオフ角は、酸化ガ
リウム基板主面のオフ角がジャスト（１００）面から増加するにつれて一旦減少する。し
かしながら、エピタキシャル膜の表面粗さ及びオフ角は、３度を超えるオフ角の範囲にお
いて、酸化ガリウム基板主面のオフ角が増加するについて増加する。オフ角３度近傍の角
度範囲で、表面粗さ及びモフォロジが大幅に改善された。
【００７７】
　基板表面のオフ角１．５度以上４．５度以下の範囲で、表面粗さが１．３以下であった
。また、基板表面のオフ角２．０度以上４．０度以下の範囲で、表面粗さが０．５未満（
０．４７以下）であった。さらに、基板表面のオフ角２．５度以上３．５度以下の範囲で
、表面粗さが０．３５以下であった。発明者らの検討によれば、オフ角２．０度以上４．
０度以下の範囲における表面粗さは、サファイア基板上のＧａＮエピタキシャル膜の表面
粗さが０．２０ナノメートルであることに比較して、発光ダイオードの作製において十分
に許容可能な値である。オフ角が２．０度以上４．０度以下の範囲であるとき、モフォロ
ジに起因する発光特性の劣化が低減される。
【００７８】
　また、活性層成長の下地となるエピタキシャル膜におけるｃ軸の方向とＧａＮエピタキ
シャル膜表面の法線軸との成す角度をＸ線回折法を用いて見積もった。基板表面のオフ角
１．５度以上４．５度以下の範囲で、ＧａＮ膜のオフ角が１．５度以下であった。また、
基板表面のオフ角２．０度以上４．０度以下の範囲で、ＧａＮ膜のオフ角が１度未満（０
．９度以下）であった。さらに、基板表面のオフ角２．５度以上３．５度以下の範囲で、
ＧａＮ膜のオフ角が０．６度以下であった。発明者らの検討によれば、酸化ガリウム基板
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のオフ角が２～４度であるとき、ＧａＮエピタキシャル膜のオフ角が１度未満となり、良
好な表面平坦性のエピタキシャル成長が可能である。
【００７９】
　さらに、基板生産物に配列されたｐ側電極（電極サイズ：０．４ｍｍ×０．４ｍｍ）の
一つとｎ側電極との間に電源を接続して、発光ダイオードＬＥＤに順方向のバイアスを与
えた。印加電流２０ｍＡにおける光出力を測定した。基板表面のオフ角１．５度以上４．
５度以下の範囲で、光出力が３．１ｍＷ以上であった。また、基板表面のオフ角２．０度
以上４．０度以下の範囲で、光出力が４．３ｍＷ以上であった。さらに、基板表面のオフ
角２．５度以上３．５度以下の範囲で、光出力が４．７ｍＷ以上であった。酸化ガリウム
基板のオフ角が２～４度であるとき、本実施例におけるＬＥＤ構造からの光出力は、サフ
ァイア基板上に作製された同様のＬＥＤ構造における光出力の８割程度である、このＬＥ
Ｄ構造は良好な発光特性を示した。
【００８０】
　この発光ダイオードＬＥＤは、酸化ガリウム基板３２から分離された酸化ガリウム支持
基体３１上に設けられた発光デバイスのための積層構造３３を含む。これ故に、発光ダイ
オードＬＥＤの特性がエピタキシャル表面の悪い平坦性に煩わされることなく、良好な発
光特性を有する発光ダイオードＬＥＤが提供される。
【００８１】
　図９は、本実施の形態に係る、高電子移動度トランジスタ、及びこの素子のためのエピ
タキシャルウエハを作製する方法の主要な工程を示す図面である。図１０は、図９の工程
フローに従って作製される高電子移動度トランジスタ及びエピタキシャルウエハを概略的
に示す図面である。図９に示されるフローチャートの工程Ｓ１０１では、単斜晶系酸化ガ
リウムからなる主面を有する酸化ガリウムウエハ５１を準備する。工程Ｓ１０５では、図
２（ｂ）と同様に、成長炉のサセプタ上にウエハ５１を配置する。次いで、ウエハ５１の
主面５１ａ上に低温バッファ層５３を成長する。バッファ層５３の成長温度Ｔ１より高い
温度Ｔ２に成長炉の温度を上昇した後に、工程Ｓ１１０では、バッファ層５３の主面５３
ａ上に、エピタキシャル層５５を成長する。このエピタキシャル層５５は窒化ガリウム系
半導体からなる。エピタキシャル層５５は、例えばアンドープＧａＮ、アンドープＡｌＧ
ａＮ、アンドープＩｎＡｌＧａＮ、アンドープＩｎＧａＮ等といった六方晶系のIII族窒
化物からなる。エピタキシャル層５５がＧａＮからなるときは、成長炉には、ＴＭＧ及び
ＮＨ３を含む原料ガスを供給して、アンドープＧａＮ膜を成長する。エピタキシャル層５
５がＧａＮからなるとき、エピタキシャル層５５の成長温度Ｔ２は例えば摂氏９００度以
上摂氏１２００度以下の範囲である。続けて、工程Ｓ１１１では、エピタキシャル層５５
の主面５５ａ上に別のエピタキシャル層５７を成長する。このエピタキシャル層５７は窒
化ガリウム系半導体からなり、エピタキシャル層５７のバンドギャップはエピタキシャル
層５５のバンドギャップよりも大きい。エピタキシャル層５７は、例えばアンドープＧａ
Ｎ、アンドープＡｌＧａＮ、アンドープＩｎＡｌＧａＮ、アンドープＩｎＡｌＮ等といっ
た六方晶系のIII族窒化物からなる。エピタキシャル層５７がＡｌＧａＮからなるときは
、成長炉には、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）、ＴＭＧ及びＮＨ３を含む原料ガスを
供給して、アンドープＡｌＧａＮ膜を成長する。エピタキシャル層５７がＡｌＧａＮから
なるとき、エピタキシャル層５７の成長温度は例えば摂氏９００度以上摂氏１３００度以
下の範囲である。エピタキシャル層５７はエピタキシャル層５５にヘテロ接合６１ａを成
しており、ヘテロ接合６１ａに沿ってエピタキシャル層５５内には、二次元電子ガス層６
１ｂが生成される。これらの工程により、高電子移動度トランジスタＨＥＭＴのためのエ
ピタキシャルウエハＥＨＥＭＴが得られる。
【００８２】
　工程Ｓ１１２では、エピタキシャルウエハＥＨＥＭＴに、ゲート電極６３ａ、ソース電
極６３ｂおよびドレイン電極６３ｃを形成する。ゲート電極６３ａはショットキ電極から
なり、ソース電極６３ｂ及びドレイン電極６３ｃはオーミック電極からなる。ゲート電極
６３ａは、ゲート電圧に応じて、ヘテロ接合６１ａに沿ったチャネルの電子密度を変化さ
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せて、ドレイン電極６３ｃからソース電極６３ｂへ流れる電流を制御する。
【００８３】
　この高電子移動度トランジスタＨＥＭＴは、酸化ガリウム基板５１から分離された酸化
ガリウム支持基体５２上に設けられた積層構造５９を含む。酸化ガリウム支持基体５２の
主面５２ａは上記の角度で傾斜するので、この傾斜により、平坦な表面を有するエピタキ
シャル層５７が提供される。これ故に、窒化ガリウム系半導体からなる高電子移動度トラ
ンジスタＨＥＭＴの特性がエピタキシャル表面の悪い平坦性に煩わされない。
【００８４】
　図１１は、本実施の形態に係る、縦型電界効果トランジスタ及びエピタキシャルウエハ
を作製する方法の主要な工程を示す図面である。図１２は、図１１の工程フローに従って
作製される縦型電界効果トランジスタ及びエピタキシャルウエハを概略的に示す図面であ
る。図１１に示されるフローチャートの工程Ｓ１０１では、単斜晶系酸化ガリウムからな
る主面を有する酸化ガリウムウエハ５１を準備する。工程Ｓ１０５では、図２（ｂ）と同
様に、成長炉のサセプタ上にウエハ５１を配置する。次いで、ウエハ５１の主面５１ａ上
に低温バッファ層５３を成長する。バッファ層５３の成長温度Ｔ１より高い温度Ｔ２に成
長炉の温度を上昇した後に、工程Ｓ１１０では、バッファ層５３の主面５３ａ上に、エピ
タキシャル層６５を成長する。このエピタキシャル層６５は窒化ガリウム系半導体からな
る。エピタキシャル層６５は、例えばｎ型ＧａＮ、ｎ型ＡｌＧａＮ、ｎ型ＩｎＡｌＧａＮ
、ｎ型ＩｎＡｌＮ等といった六方晶系のIII族窒化物からなる。エピタキシャル層６５が
ｎ型ＧａＮからなるときは、成長炉には、ＴＭＧ、ＮＨ３及びＳｉＨ４を含む原料ガスを
供給して、ｎ型ＧａＮ膜を成長する。ｎ型ＧａＮ膜の多数キャリアは電子である。エピタ
キシャル層５５がＧａＮからなるとき、エピタキシャル層６５の成長温度は例えば摂氏９
００度以上摂氏１２００度以下の範囲である。続けて、工程Ｓ１１３では、エピタキシャ
ル層６５の表面に、ｎ型ソース半導体領域６７と、ｐ型ウエル半導体領域６９とを形成す
る。この形成は、フォトリソグラフィ、エッチング、及び選択成長等を用いてｎ型ソース
半導体領域６７及びｐ型ウエハ半導体領域６９は、例えばＧａＮといった窒化ガリウム系
半導体からなることができる。ｎ型ソース半導体領域６７は、ｐ型ウエル半導体領域６９
によってエピタキシャル層６５から隔離される。ｐ型ウエル半導体領域６９の一端は、半
導体積層７１の表面に現れている。これらの工程により、縦型電界効果トランジスタＦＥ
ＴのためのエピタキシャルウエハＥＦＥＴが得られる。
【００８５】
　工程Ｓ１１５では、ｐ型ウエハ半導体領域６９の一端上には、絶縁膜７３を介してゲー
ト電極７５ａを形成すると共に、ｎ型ソース半導体領域６７上にソース電極７５ｂを形成
し、ウエハ５１の裏面にドレイン電極７５ｃを形成する。ゲート電極７５ａは、ゲート電
圧に応じて、絶縁膜７３を介してｐ型ウエハ半導体領域６９の一端に表面反転層７７を形
成して、ｎ型ドリフト層領域のエピタキシャル層６５とｎ型ソース半導体領域６７との間
の電気経路を制御する。
【００８６】
　この縦型電界効果トランジスタＦＥＴは、酸化ガリウム基板５１から分離された酸化ガ
リウム支持基体５２上に設けられた積層構造５９を含む。酸化ガリウム支持基体５２の主
面５２ａは上記の角度で傾斜するので、この傾斜により、平坦な表面を有するエピタキシ
ャル層６５が提供される。これ故に、窒化ガリウム系半導体からなる縦型電界効果トラン
ジスタＦＥＴの特性がエピタキシャル表面の悪い平坦性に煩わされない。
【００８７】
　好適な実施の形態において本発明の原理を図示し説明してきたが、本発明は、そのよう
な原理から逸脱することなく配置および詳細において変更され得ることは、当業者によっ
て認識される。本発明は、本実施の形態に開示された特定の構成に限定されるものではな
い。したがって、特許請求の範囲およびその精神の範囲から来る全ての修正および変更に
権利を請求する。
【符号の説明】
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【００８８】
１１…酸化ガリウムウエハ、１１ａ…酸化ガリウムウエハ主面、１１ｂ…酸化ガリウムウ
エハ裏面、ＡＯＦＦ…角度、Ｓ１００…（１００）面、１３…バッファ層、１５…エピタ
キシャル層、ＶＮＥ…法線、ＶＣ…ｃ軸ベクトル、ＡＥＯＦＦ…角度、１７ａ、１７ｂ…
電極、Ｅ…エピタキシャルウエハ、２３…エピタキシャル層、２５…ｐｎ接合、２７ａ、
２７ｂ…電極、３１…酸化ガリウム支持基体、３２…酸化ガリウム基板、３３…積層構造
、３５…低温ＧａＮバッファ層、３７…ｎ型ＧａＮ層、３９…活性層、３９ａ…障壁層、
３９ｂ…井戸層、４１…窒化ガリウム系半導体層、５１…ウエハ、５２…酸化ガリウム支
持基体、５３…バッファ層、５５…エピタキシャル層、５７…エピタキシャル層、６１ａ
…ヘテロ接合、６１ｂ…二次元電子ガス層、ＥＨＥＭＴ…エピタキシャルウエハ、６３ａ
…ゲート電極、６３ｂ…ソース電極、６３ｃ…ドレイン電極、５９…積層構造、６５…エ
ピタキシャル層、６７…ｎ型ソース半導体領域、６９…ｐ型ウエル半導体領域、７１…半
導体積層、ＥＦＥＴ…エピタキシャルウエハ、７３…絶縁膜、７５ａ…ゲート電極、７５
ｂ…ソース電極、７５ｃ…ドレイン電極　

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】
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